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令和６年度 交通基盤部発注の建設工事事故事例 

 

No 発生日時 種 別 事故内容 事故状況 

１ 

R 6.11.1 

（金） 

16：40 

労働災害 

（Ｂ－３） 

挟まれ・ 

巻き込まれ 

バイブロハンマーが振れた為、作業

員の右腕がバイブロハンマーと矢

板定規の間に挟まれ、右上腕を開放

骨折した。 

（重症：全治２ケ月、休業 4日以上） 

２ 

R 6.12.23 

（月） 

11：05 

労働災害 

（Ｂ－４） 

切れ・ 

こすれ 

型枠作成のため短い木材を左手で

持ち、右手で丸ノコを持っていたと

ころ刃の回転に木材と左手が巻き

込まれ左人差し指を欠損した。 

（重症：全治 6週間、休業 4日以上） 

３ 

R 6.5.17 

（金） 

14:40 

公衆災害 

（Ｂ－２） 

第三者事故 

（物損） 

クローラダンプが荷台を上げたま

ま走行し、橋桁に接触し、桁が浮き、

添架ガス管・橋面舗装が破損した。 

（復旧完了まで 2か月） 

 

 

令和６年度 経済産業部発注の建設工事事故事例 

 

No 発生日時 種 別 事故内容 事故状況 

４ 

R 6. 8.6 

（火） 

9：30 

公衆災害 

（Ｃ－４） 

第三者事故 

（物損） 

ミニバックホウ及び手掘り併用に

よる試掘作業中に、民家 2軒への市

水道引込管φ25 を破損・断水した。 

５ 

R 6. 9.11 

（水） 

15:10 

労働災害 

（Ｂ－３） 
墜落・転落 

仮置きした足場板に乗ったところ、

足場板が外れ約 2.6ｍ下に墜落し、

肋骨と骨盤を骨折した。 

（重症：全治 3か月） 
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性別・年齢

職　　業

 ［災害の概要］

      　　6年11月1日（金曜日）

  □安全対策の有無 ： 毎日のKY活動・作業手順書・新規入場教育の実施

□問      題      点

□防   止   対   策

　［事故の状況が分かる写真または図面］
[平面図]

事故周知・再発防止〔令和6年度発生事例〕

災害の種類 労働災害 工 事 区 分 豪雨等災害対策工事（矢板護岸工）

事故内容 バイブロハンマーの振れによる挟まれ 被
災
者

男性・22歳

被災状況 右上腕骨骨幹部解放骨折 矢板工

□ 現 場 の 状 況 ：

□事 故 の 概 要 ：

①チャックが矢板に収まり固定されるまで、打込み機付近への補助作業員の
立入り禁止を徹底するとともに、打込み機の位置調整が必要な場合は介錯
ロープを使用して打込み機と補助作業員の離隔を取る。
②監視人を配置し、作業に着手する時は監視人、オペレータ、補助作業員の
三者が無線により意思疎通を図った上で作業に着手する。
③作業手順書にチャッキングがうまくいかなかった場合の対応を追記する。
また、KY活動の他、休憩後の作業再開時など1日複数回、作業員に周知徹底
する。

　クレーンにてバイブロハンマ―を吊り上げた際、補助作業員（被災者）がチャックを人力にて動か
そうとしたが、バイブロハンマ―が下流に振れた為、補助作業員の右腕がバイブロハンマ―と矢板
定規の間に挟まれ、右上腕骨骨幹部を開放骨折した。

①本来、チャックが矢板に収まるまで打込み機付近に立ち入ってはならないと
ころ、打込み機の位置調整を行うため、打込み機と定規材との狭所部に腕を
入れ、打込み機を人力にて動かそうとした。
②監視人がいない状態で、オペレータと補助作業員の間で作業の着手に関し
て十分な意思疎通が図られていなかった。
③作業手順書の内容が作業員に徹底されていなかった。

　バイブロハンマ―にて鋼矢板を所定の高さに打込む作業中、バイブロハンマ―のチャックが矢板に入らなかっ
た為、再度クレーンにてチャックを矢板に入れようと、微調整のためバイブロハンマ―を吊り上げた。

事故発生箇所
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[断面図]
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コンクリート護岸
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鋼矢板-50H L11.5m

被災者 矢板打込

バイブロハンマー
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［再発防止対策］

【防止対策③④】
・作業手順書にチャッキングがうまくいかなかった場合の対応を追記する。
・作業手順書の内容について、KY活動の他、休憩後の作業再開時など1日複数回、作業員に
周知徹底する。

【防止対策①】
・チャックが固定されるまで打込み機付近への立ち入り禁止を徹底する。
・打込み機の位置調整が必要な場合は介錯ロープを使用して打込み機と補助作業員の離隔を取る。

【防止対策②】
・新たに監視人を配置し、作業に着手するときは監視人、オペレータ、補助作業員の三者が無線により
　意思疎通を図った上で作業に着手する。

介錯ロープ

新たに監視人の配置
離隔の確認

監視人・オペ・補助作業員

の意思疎通・情報共有
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【別紙１】

性別・年齢

職　　業

 ［災害の概要］

  

  □安全対策の有無 ： 無
 ［再発防止策］
  □問      題      点 ： ①

②

③

  □防   止   対   策 ： ①

②

③

　［事故の状況が分かる写真または図面］
全体図

<ポンチ絵凡例>
往路（土砂運搬）
復路（空荷）

上述の①～③について、施工計画書に明記し、受発注者で認識を共有する。

　なお、社内で事故再発防止協議会を実施し①～③について議論した。（別紙２のと
おり。）その後、発注者と再発防止勉強会を実施し、その内容を作業員にも周知する
ため、工事開始前に災害防止協議会を再度実施する。

不整地運搬車（1t以上）の運転は、労働安全衛生規則第83条に基づく不整地運搬車
運転技能講習規則による講習が義務付けられているが、この講習を修了していない
者が運転に従事していた。（日々、従事していたものが体調不良となり、その代わりと
して急遽、作業に従事した）又、事故発生者（運転者）の作業は初日であり、新規入
場者教育を実施したが、作業内容や災害リスクの確認等の教育が徹底されていな
かった。
橋桁接触の注意喚起対策（のぼり・旗ロープ・一時停止線）が未設置であった。

事故対策ハザードマップにおいて、橋桁部では監視員（現場代理人）を配置すること
としていたが、事故発生時は、他箇所で作業に従事しており、監視体制が取れてい
なかった。

作業従事者の資格証・講習修了証の確認を毎朝行い安全衛生規則の遵守を徹底す
る。新規入場者には、当日に行う作業計画、災害リスクの確認等の教育を徹底する
ため、作業計画書を用いたチェックリストにより確認する。

令和６年５月17日（金）にダンプアップ状態のままのクローラダンプ（不整地運搬車）が搬出坂路か
ら掘削箇所へ走行中に衝突し橋桁が損傷した。左岸側の橋桁が橋脚部分で数㎝浮き上った。

□現 場 の 状 況 ：
上流の河床掘削箇所から下流の積込箇所まで土砂を最大積載量７ｔクローラダンプ（不整地運搬
車）にて運搬した後に、掘削箇所に戻る運転中であった。

□事 故 の 概 要 ：

注意喚起対策（のぼり・旗ロープ・一時停止線）を設置するとともに、物理的に確認で
きる方法としてダンプセンサー（荷台傾斜警告装置）を追加設置する。

桁下部においては、適切に監視員（作業時は常駐）を配置し、確認・合図を受けてか
ら桁下部を通過するよう現場代理人が朝のKY活動・作業計画において、工事事故ハ
ザードマップに基づき注意を喚起する。

事故周知・再発防止〔令和6年度発生事例〕

災害の種類 物損事故 工 事 区 分 河道掘削工

事故内容 不整地運搬車による歩道橋桁への接触 被
災
者被災状況

橋桁浮き上がりにつき2級河川〇〇歩道
橋通行止め、ガス管の損傷

河床掘削箇所

〇〇川歩道橋

接触

土砂荷下し・積込箇所

二級河川〇〇川
B橋

A橋
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[写真]

[横断図]

対象不整地運搬車（７ｔ）

二級河川、〇〇川

〇〇川歩道橋

ガス管

接触事故発生

対象不整地運搬車（７ｔ）

接触事故発生

◇右岸から左岸を望む

◇下流から上流を望む

（約３ｃｍ～５ｃｍ）
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